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選挙管理委員会事項

沖縄県選挙管理委員会告示第46号

平成30年９月30日執行の沖縄県知事選挙における一般投票日によらないうるま市第21投票区、第22投票区

及び第26投票区から第29投票区までの投票期日を公職選挙法（昭和25年法律第100号）第56条の規定によ

り、次のとおり定める。

平成30年９月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

うるま市第21投票区（浜） 平成30年９月28日

うるま市第22投票区（比嘉） 平成30年９月28日

うるま市第26投票区（平安座） 平成30年９月28日

うるま市第27投票区（桃原） 平成30年９月28日

うるま市第28投票区（上原） 平成30年９月28日

うるま市第29投票区（伊計） 平成30年９月28日

沖縄県選挙管理委員会告示第47号

平成30年９月30日執行の沖縄県知事選挙における一般投票日によらない今帰仁村第５投票区の投票期日を

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第56条の規定により、次のとおり定める。

平成30年９月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

今帰仁村第５投票区（古宇利） 平成30年９月28日

沖縄県選挙管理委員会告示第48号

平成30年９月30日執行の沖縄県知事選挙における一般投票日によらない本部町第１投票区の投票期日を公

職選挙法（昭和25年法律第100号）第56条の規定により、次のとおり定める。

平成30年９月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

30 ９ 27 木曜日 （号外第38号）



本部町第１投票区（瀬底） 平成30年９月28日

沖縄県選挙管理委員会告示第49号

平成30年９月30日執行の沖縄県議会議員補欠選挙における一般投票日によらないうるま市第21投票区、第

22投票区及び第26投票区から第29投票区までの投票期日を公職選挙法（昭和25年法律第100号）第56条の規

定により、次のとおり定める。

平成30年９月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

うるま市第21投票区（浜） 平成30年９月28日

うるま市第22投票区（比嘉） 平成30年９月28日

うるま市第26投票区（平安座） 平成30年９月28日

うるま市第27投票区（桃原） 平成30年９月28日

うるま市第28投票区（上原） 平成30年９月28日

うるま市第29投票区（伊計） 平成30年９月28日
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